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Ⅰ.取組状況

ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精
神のもとに、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げて
います。

当組合は、「自然との共生」と「町民との協働」という基本理念のもと、「お客さま本位
の業務運営に関する取組方針」を公表するとともに、組合員・利用者皆さまの生活設
計とニーズに応じた金融商品・サービスや生涯にわたる「ひと・いえ・くるま・農業」の総合
保障の提供を通じた豊かな生活づくりに貢献するための具体的な取組みを実践しており、
今回その取組状況を公表いたします。

（注）共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）が、

共同で事業運営しております。
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Ⅰ.取組状況

• 組合員・利用者皆さまの最善の利益追求のため、金融仲介機能を発揮し、貯金・ローン等をは
じめとした暮らしに便利な商品・サービスを提供しております。

なお、当組合は、投資性金融商品の組成に携わっておりません。

１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組み・サービスの提供

（1）金融商品
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Ⅰ.取組状況

• 当組合は、組合員・利用者皆さまが、ご家族・お住まい・お車における万が一に備えられるよう、
ニーズに合った最良・最適な共済仕組み・サービスを提供しております。

なお、当組合は、投資性金融商品の組成および市場リスクを有する共済仕組み（例：外

貨建て共済）の提供は実施しておりません。

（２）共済仕組み・サービス

１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組み・サービスの提供
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２ 組合員利用者本位の提案と情報提供

• 組合員・利用者皆さま一人ひとりの金融知識・経験・財産、ニーズや取引目的等の状況に合わ
せて、貯金・ローン等の最良・最適な商品をご提案します。特に、ご高齢の組合員・利用者皆さ
まに対しては、ご家族の皆さまにも安心いただけるよう丁寧に説明を行っております。

Ⅰ.取組状況

（１）信用の事業活動
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２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供

Ⅰ.取組状況

（２）共済の事業活動

①情報提供

• お客さまのニーズや目的に基づき、情報提供を実施しております。

• 情報提供にあたっては、リーフレット・設計書・推進資材等などにより、分かりやすく説明し
ております。

②共済仕組み・サービスのご提案

• 共済仕組み・サービスの提案にあたっては、意向確認書等を通じて組合員・利用者皆
さま一人ひとりのご意向を適切に把握しております。

• 組合員・利用者皆さま一人ひとりのご意向に基づき、共済契約の内容が合致しているこ
とにより、最良・最適な共済仕組み・サービスを提供しております。

• ニーズに合致したと思われる共済仕組み・サービスについては、重要説明事項（契約概
要・注意喚起）を実施し、特にご確認いただきたい事項や不利益情報を分かりやすくご
説明しております。
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Ⅰ.取組状況

２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供

（２）共済の事業活動

③契約締結時の対応

• リーフレット・設計書・推進資材等を通じてご提案した共済仕組み・サービスが組合員・
利用者皆さま一人ひとりのご意向に沿ったものであるか確認しております。

④高齢者対応

• ご高齢の組合員・利用者の方については、ご家族も含め十分ご納得、ご満足いただける
よう、提案説明時、契約締結時はより丁寧で分かりやすい説明を心掛け、ご家族の同
席や電話等により、契約内容を説明するなどにより細かな対応を行っております。

• なお、令和7年度から新たに「共済契約お手続きに関するご案内」をお渡しし、ご契約者
さま・被共済者さまだけでなく、ご親族の方ににもご安心いただけるよう努めております。
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Ⅰ.取組状況

２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供

（２）共済の事業活動

⑤各種手続きとアフターフォローの実施

• 各種手続きの実施にあたっては、組合員・利用者皆さまに分かりやすくご説明しておりま
す。

• 将来、ご自身によるお手続きが困難になった場合の備えとして、「指定代理請求人」にご
家族を指定いただくことをご案内しております。（生命総合共済の場合）

• 令和5年度からは支払い請求手続きの簡素化を推し進めるなど、組合員・利用者皆さ
まの利便性向上に向けて取り組んでおります。

• ご加入後も、3Q活動を通じて適切な保障が提供できているか確認するとともに、「請求
漏れの確認」や「契約者と家族の近況確認」のアフターフォローを実施、健康増進情報
等のサービスの提供など組合員・利用者皆さまに寄り添った取組みを実施しております。

• ご契約にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者皆さまに手数料等はご負担いただい
ておりません。
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Ⅰ.取組状況

• 組合員・利用者皆さまの利益を不当に害することがないように、「利益相反管理方針」に基づ
き、適切に管理しています。

３ 利益相反の適切な管理

４ 組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築

• 当組合では、組合員・利用者皆さまの信頼を獲得し、満足していただける金融商品・共済
仕組み・サービスを提供できるよう人材育成しています。職員の継続的・定期的な研修を実
施することで、多様なニーズに応えられるよう資格取得の支援に取組み、組合員・利用者本
位の業務運営を実現するための態勢を構築しております。

・コンプライアンス研修（信用・共済担当職員）

・相続、税務研修（信用・共済担当職員）

・新任LA養成研修、公的保証研修（共済担当職員）

・FP2級、3級技能士（信用担当職員）


